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1．背景 

高等教育を受ける学生の奨学金利用者は多く、また近年、日銀の金融緩和政策の見直しによる奨学金の金

利上昇や、物価高による一部大学での授業料引き上げなど、学生負担が増大傾向にあります。 

 

 

 

 

２．目的 

当制度は、新卒新入社員が社会人としての生活を開始するにあたり、安心して日々の業務に取り組み、それ

ぞれの目標に向かって成長することの推進を目的としています。 

 

３．対象  

2026 年 4 月以降に株式会社 NSG ホールディングスに入社した新卒新入社員のうち、貸与型奨学金の返済

証明書を提出し、認定された社員 

 

４．代理返還または返済補助の金額・期間 

対象者に月返済額の 80%（月額最大 10,000 円）を最長 5 年間（合計最大 60 万円）の代理返還または返済補

助を行います。 

＜返済例 A＞ 

月返済額 17,000 円の場合：10,000 円が代理返還または返済補助、7,000 円が自己返済 

＜返済例 B＞ 

月返済額 12,000 円の場合：9,600 円が代理返還または返済補助、2,400 円が自己返済 

・大学生の奨学金受給率＝55％。  約 2 人に 1 人が利用。 

・借入総額平均は 324 万円。返済は月額平均で 16,000～17,000 円。返済期間は 14.7 年。 

※独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）および労働者福祉中央協議会の調査より 



※休職期間中および退職した場合は退職月以降、本制度を適用しないこととします。 

※本制度の適用期間内に株式会社 NSG ホールディングスから NSG グループ法人各社へ転籍した場合であっ

ても、本制度の適用対象として扱うこととします。 

 

５．その他 

具体的な代理返還、返済補助の流れや本制度の申請方法等は、内定者期間に開催される説明会でご案内さ

せていただきます。 

 

 

 

【お問い合わせ】 

株式会社 NSG ホールディングス 

人事本部 NSG グループ新卒採用担当 

TEL：025-210-8571 

MAIL：recruit@nsg.gr.jp 

 


